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整備計画局施設計画課長

（公印省略）

低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の運用について（通

知）

標記について、低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の実施について

（防整施第６９３１号。２８．３．３１）に基づき別紙のとおり定めたので、遺漏

のないよう措置されたい。

なお、低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の運用について（防整施

第１７５７４号。２７．１０．１）は、平成２８年３月３１日限りで廃止する。

添付書類：別紙

写送付先：整備計画局施設整備官、提供施設計画官、施設技術管理官



別紙

低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の運用について

１ 特別重点調査の実施対象

⑴ 特別重点調査の実施対象者は、予定価格が１，０００万円を超える工事（建

設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。

以下同じ。）において、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、

その者の申込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額の

いずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下

欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないもの、及びこれと同等と認めて別に

定める者に対して行うものとする。

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等

７５％ ７０％ ７０％ ３０％

⑵ 前号の規定に関わらず、高度技術提案型総合評価落札方式に係るものについ

ては、当分の間、適用しないものとする。

⑶ ＶＥ提案等により提示された新技術、新工法等によりコスト縮減が達成可能

であり、入札者が提出する様式３に基づき、契約担当官等がその縮減金額の妥

当性を確認した場合においては、入札者の申込みに係る価格の積算内訳の額に

当該縮減金額を加算した額を用いて低入札価格調査制度対象工事に係る特別重

点調査の実施について（防整施第６９３１号。２８.３.３１。以下「通知」と

いう。）第１号に定める基準に該当するかどうか判別する。

⑷ 工事等に係る防衛省所管契約事務取扱細則第２５条第１項に規定する基準の

取扱いに関する細部事項について（防整施第７１２２号。２８．３．３１）の

工事等に係る防衛省所管契約事務取扱細則第２５条第１項に規定する基準の取

扱いに関する細部事項の第２０項を適用する工事において第１号の比較にあた

り、予定価格算定の根拠となる工事費内訳明細書及び応札者の工事費内訳明細

書（以下「内訳書」という。）の直接工事費については、内訳書に記載されて

いる金額の１０％（昇降機等の場合２０％）減じた後、第１号に定める率を乗

じて比較し、さらに、現場管理費については、直接工事費において減じた額を

現場管理費に加算した後、第１号に定める率を乗じて比較するものとする。

なお、適用する工事については、通知別紙の第１項第３号で規定する事前の

周知にあたり『「低入札価格調査対象者の申し込みに係る価格の積算内訳」及

び「予定価格の積算内訳」の費用の額のうち、「直接工事費の額」は直接工事

費から１０分の１（昇降機等の場合５分の１）を減じた額とし、「現場管理費

の額」は、現場管理費に直接工事費から減じた直接工事費の１０分の１（昇降

機等の場合５分の１）を加えた額として、特別重点調査の実施を判定する。』



と記載するものとする。

２ その他

⑴ 契約担当官等は、年度末の時期を含め、特別重点調査の事務が的確かつ円滑

に行われるよう、その発注に係る工事が特別重点調査の対象になりうる可能性

もあらかじめ考慮して、より計画的な発注計画を策定すること。

⑵ 通知の第１項１号に規定する特別重点調査の実施方法については以下の例１

から３までを参考に調査すること。

（例１）工事の施工に必要となるすべての費用を適切に計上しなければならな

いものとし、発注者から受取る請負代金から支弁することを予定してい

ない費用（例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負

担する費用）についても、工事の施工に必要な費用である以上、適切に

計上されているかを確認する。

（例２）計上する金額は、計数的根拠のある合理的なものでなければならない

ものとし、現場への精通といった計数的な根拠が希薄な理由で低価格の

積算をしていないか、現場事務所の設置に代えて自社施設の活用を予定

している場合に具体的な低減額を計数的に把握して積算をしているか、

下請負者による施工を予定している場合に下請予定業者（入札者が工事

を直接請け負わせることを予定している下請負人をいう。以下同じ。）

の見積金額を反映しているかなどを確認する。

（例３）計上する金額は、現実的なものでなければならないものとし、単に下

請予定業者の見積金額によっているだけでなく、原則、その下請予定業

者の見積金額が過去に取引した実績のある価格を基礎として見積もられ

ているかなどを確認する。

⑶ 通知の第２項第４号イに定める労務費の金額、通知の第２項第１１号イ（イ）

に定める労務単価並びに通知の第２項第１５号ウ及び第１９号ウに定める技術

者単価の金額が、これら各項に定める過去１年以内の実績に基づく金額又は単

価以上であることを確認できないときは、当分の間、下請予定業者が過去３月

以内に労務者又は技術者に支払った実績のある賃金の額に基づいた金額又は単

価以上であることを確認すれば足りるものとする。

⑷ 通知の第２項第２４号に定める工事成績評定点について、国土交通省におい

て取りまとめている工事成績評定点の確認が出来ないときは、当分の間、契約

担当官等において可能な範囲での確認を行えば足りるものとする。

⑸ 特別重点調査の手続きを執った案件については、その手続きあたり提出され

た資料及び調査結果について、整備計画局建設制度官へ送付するものとする。

また、資料不備などにより無効とした場合においても、無効とした理由と資料

の提出が有った場合には提出された資料を添えて送付するものとする。


